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（契印省略）

「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領Jの改正に伴う

関係通達の改正について

標記については、昭和 56年 3月初日付け墓発第 184号「じん肺管理区分の

決定等に関する事務取扱要領」の改正について（以下、「昭和 56年通達」とし、
う。）のjjlj添として運用していたところである。

今般、平成 28年 3月 14日付け基発第 0314第4号「じん肺管理区分の決定等

に関する事務取扱要領」の改正及び「審査請求に関する事務取扱要領」の制定

について（以下、「平成 28年通達j とし寸。）により、昭和 56年通達を廃止し、 'i 
平成 28年通達の別添1として「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領J
を示し、その適切な運用を図られたい旨を示したところである。

そこで、昭和 56年通達を引用している通達について、下記のとおり改めるこ

ととしたので、その適切な運用を図られたい。

記

1 じん肺法に基づくじん姉管理区分決定に係る留意事項について（平成 23年

1月 18日付け事務連絡）

「昭和 56年 3月 30日付け基発第 184号別添「じん肺管理区分の決定等に関

する事務取扱要領Jの2の（4）」を「平成 28年 3月 14日付け基発第 0314

第4号lllJ添1 「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領j の第2の2
の（4）」に改めること。

2 じん肺J去に基づくじん肺管理区分決定に関する事務取扱上の留意事項につ

いて（平成 21年 1月27日付け基安'jj’発 0127第 1号）

「昭和 56年3月 30日イ寸け基発第 184号」を「平成 28年 3月 14日付け基発

第 0314第4号」に改めること。
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（契印省略）

じん肺法に基づくじん肺管理区分決定に関する事務取扱上の留意事項について

標記については、平成 28年 3月 14日付け基発第 0314第4号等により取り扱

われているところであるが、今般、都道府県労働局から報告された最近の疑義

照会及び本省で取り扱った審査請求事案等を踏まえ、じん肺管理区分決定に関

する事務取扱上の留意事項を以下のとおり取りまとめたので、貴職におかれて

は、これについて周知に努めるとともに、適切な対応を図るよう留意されたい。

記

1 じん姉健康診断結果証明書（じん肺法施行規則様式第 3号）について

( 1）じん肺健康診断結果証明書の記載事項のうち、「医療機関の名称及び所

在地jについては、医療法第1条の5に基づく病院又は診療所であること、

また「医師氏名」については、医師法第6条に基づき医籍に登録された医

師であることが必要で、あること。

( 2）肺機能検査（第二次検査）を行った場合に、じん肺健康診断結果証明

蓄に記載された肺胞気動脈血酸素分圧較差（AaD02）の値が不正確であ

る事案が散見される。著しい肺機能障害の有無の判定においては、記載さ

れている事項を確実に地方じん肺診査医に伝えるとともに、必要に応じて、

「じん肺診査ハンドブックJのIIの5の「（ 3) 2次検査の内容と方法」



を参考に、酸素分圧（Pa02）及び炭酸ガス分圧（PaCO2）の値を用いて

改めて計算するよう依頼すること。

2 そのイ也

( 1 ) じん肺管理区分決定通知書において「かかっている合併症の名称」を

記載するのは、じん肺診査の際に判明した事実をじん肺に係る健康管理に

資するために通知するもので、あって、都道府県労働局長が行政処分として

合併症の名称を決定することを意味するものではないことを改めて徹底

すること。

( 2）じん肺標準エックス線写真集（平成 23年3月）電子媒体版（以下「電

子媒体版」とし、う。）の取扱いについては、平成 23年 9月 26日付け基

安労発09 2 6第1号「「じん肺標準エックス線写真集」（平成 23年 3

月）フィルム版及び電子媒体版の取扱いについてJで示しているが、電子

媒体版の配布又は貸与について、地方じん肺診査医に対して行うことは差

し支えないこと。
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じん肺法に基づくじん肺管理区分決定に係る留意事項について

じん肺法に基づくじん肺管理区分決定については、昭和 53年4月 28日付け基発

第 250号「改正じん肺法の施行について」 （以下「紹和 53年通達」としづ。）に

おいて、 「じん肺診査ハンドブックJ （昭和 54年改訂）に記載された内容を基本

として1Tうこととしている。

また、その一部については、平成 22年 7月より、じん肺法施行規則及び労働安

全衛生規則の一部を改正する省令（平成 22年厚生労働省令第 82号） （以下「改正

省令j としづ。）及び平成 22年 6月 28日付け基発 0628第6号「じん肺法におけ

る肺機能検査及び検査結果の判定等についてI （以下「平成 22年通達j としづ。）

に基づき改正されたところである。

今般、都道府県労働局から報告された最近の事案及び疑義照会等を踏まえ、じん

肺管理区分決定に係る留意事項を以下のとおり取りまとめたので、貴職におかれて

は、これについて周知に努めるとともに、適切な対応を図るよう留意されたい。

記

1 改正省令及び平成 22年通達に係る留意事項

( 1 ）改正省令に慕づき、じん肺健康診断結果証明書に喫煙膝の記入械が追加さ

れたが、これはじん肺の判定に用いるためではなく、じん肺及びじん月市の合

併症の健康管理に役立てるためである旨を改めて徹底すること。

( 2）肺機能検査の判定については、平成 22年通達の第 1の1の（ 2）のアに

おいて、著しい肺機能障害と判定する基準を示しているが、当該基準は機械

的にあてはめるためのものではなく、カ及び別添のフローチャートで示して



いるように、エックス線写真像、過去の検査結果、他の所見等を踏まえ、医

師の総合的評価による判定を必ず行うこと。

( 3）平成 22年通達の第 1の1において、昭和 53年通達の一部を改正し、 「じ

ん肺診査ハンドブックIのIIの5のうち、 「（ 1 ）肺機能検査の体系」及び

「（4）検査結果の判定Jについてはじん肺の判定に用いないこととしたが、

「（ 2) 1次検査の内容と方法I及び「（ 3) 2次検査の内容と方法」及び

「（ 5）その他の検査Iについては従前のとおりであること。

2 その他の留意事項

( 1 ）じん肺管理区分決定の申請者から提出された胸部エックス線写真がテ、ジタ

ノレ写真であるときは、 CR撮像表示条件確認表又は DR(FPD）撮像表示条件確

認表（以下「確認表」としづ。）の内容を確実に地方じん肺診査医に伝える

とともに、読影に不適切な条件であった場合は再検査の実施等を命じること

を改めて徹底すること。

( 2）じん肺健康診断における胸部エックス線写真の撮影を実施した一部の医療

機関について、確認表に撮影を実施した医師又は放射線技師の署名及び捺印

を求めた場合、若しくは胸部エックス線写真の撮影後、 Jllj途確認、表の記載を

依頼した場合に、申請者が文書料を請求されたり、医療機関から労働局に対

して文書料の徴収に関する照会がなされたりした事案が報告されている。

文書料請求の有無については各医療機関の裁量によるが、じん肺管理区分

決定の申請者に対しては、胸部エックス線写真の撮影と同時に確認表の記載

を医療機関に依頼することが望ましいこととともに、必要に応じて確認表の

記載に文書料が請求される可能性がある旨を局知すること。

なお、確認表については、健康診断結果証明書等と異なり、胸部エックス

線写真の撮影を実緬した医師等の署名及び捺印は無くても差し支えない。

( 3）平成 28年 3月 14日付け基発第 0314第4号別添1 「じん肺管理区分の決

定等に関する事務取扱要領」の第2の2の（ 4）において、再・追加検査実

施、物件提出命令書を関係者に交付した場合、当該命令書に示した提出期限

の日から 6カ月を経過しでも指定した資料の提出がないときは、既提出資料

を提出者に返還し、決定不能として取り扱って差し支えないこととしている

が、本省における審査請求事案においても同様に扱うこととする。その際、

本省から都道府県労働局に対して、資料の提出状況等を確認することがある

ので留意されたい。

( 4）じん肺管理区分決定の申請に係る書類及び胸部エックス線写真を都道府県

労働局から関係者又は関係機関へ送付する際には、機微な個人情報が含まれ

ること、また信書に該当するものが含まれることから、書留の利用を改めて

徹底すること。




